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近
年
、
円
安
の
影
響
も
あ

り
、
旅
行
先
と
し
て
日
本
を

選
択
す
る
外
国
人
旅
行
客

の
数
が
増
加
し
て
い
る
。
政

府
の
推
計
で
は
、
今
年
三
月
、

日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
旅

行
客
は

3

0

0

万
人
を

超
え
、
過
去
最
多
の
水
準
を

記
録
し
た
。
外
国
人
旅
行
客

の
宿
泊
や
買
い
物
に
伴
う

国
内
で
の
観
光
消
費
が
増

加
す
る
こ
と
は
、
観
光
産
業

は
じ
め
、
地
域
の
経
済
に
と

っ
て
は
前
向
き
な
状
況
で

あ
る
と
言
え
る
。 

一
方
、
観
光
産
業
の
盛
り

上
が
り
に
は
、
「
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
」
な
ど
の
負
の

側
面
も
あ
る
。
オ
ー
バ
ー
ツ

ー
リ
ズ
ム
と
は
、
特
定
の
観

光
地
に
お
け
る
訪
問
者
の

著
し
い
増
加
が
、
地
域
の
住

環
境
、
自
然
環
境
、
景
観
な

ど
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を

与
え
、
結
果
と
し
て
観
光
地

と
し
て
の
価
値
の
減
耗
を

も
た
ら
す
状
況
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
観
光
客
の
増
加

に
よ
る
混
雑
、
ゴ
ミ
、
騒
音

な
ど
の
問
題
が
知
ら
れ
る
。 

観
光
地
が
長
期
的
に
優

れ
た
観
光
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
続
け
る
た
め
に
は
、
当

該
エ
リ
ア
が
保
有
す
る
資

源
｟
土
地
、
環
境
、
文
化
な

ど
｠
が
持
続
可
能
な
状
況
で

あ
る
こ
と
が
大
前
提
と
な

る
こ
と
か
ら
、
国
内
の
主
要

観
光
地
で
は
、
そ
の
課
題
に

対
す
る
検
討
が
継
続
的
に

行
わ
れ
て
い
る
が
、
対
応
策

の
ひ
と
つ
と
し
て
「
宿
泊
税
」

の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

宿
泊
税
は
、
特
定
の
地
域

の
ホ
テ
ル
や
旅
館
、
民
泊
な

ど
に
宿
泊
す
る
場
合
に
、
宿

泊
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ

る
税
で
、
条
例
に
基
づ
き
使

途
や
税
率
が
定
め
ら
れ
る

法
定
外
目
的
税
で
あ
る
。
現

在
、
宿
泊
税
を
導
入
す
る
自

治
体
は
東
京
都
、
大
阪
府
、

京
都
市
、
金
沢
市
な
ど
、
全

国
で
９
カ
所
存
在
す
る
。
宿

泊
税
は
、
観
光
客
に
観
光
費

を
負
担
さ
せ
る
し
く
み
で

あ
り
、
そ
の
税
収
は
観
光
振

興
に
か
か
る
施
策
に
充
当

さ
れ
る
た
め
、
オ
ー
バ
ー
ツ

ー
リ
ズ
ム
の
抑
制
と
、
地
域

の
観
光
資
源
の
維
持
の
両

面
に
効
果
が
期
待
で
き
る
。 

全
国
的
に
見
て
、
観
光
客

が
増
加
傾
向
に
あ
る
中
、
現

在
、
三
重
県
に
お
い
て
も
宿

泊
税
の
導
入
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
県
が
策
定
す
る

「
三
重
県
観
光
振
興
基
本

計
画
｟
令
和
６
年
３
月
｠
」

に
は
、
施
策
の
柱
の
一
つ
と

し
て
「
質
が
高
く
、
持
続
可

能
な
観
光
地
づ
く
り
」
を
掲

げ
て
お
り
、
オ
ー
バ
ー
ツ
ー

リ
ズ
ム
へ
の
対
応
の
必
要

性
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
観
光

地
へ
の
負
担
軽
減
や
、
観
光

産
業
の
振
興
策
の
充
実
を

図
る
べ
く
、
宿
泊
税
の
導
入

を
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
施
策
の
目
線
と
は
整

合
す
る
。 

一
方
、
宿
泊
税
導
入
に
は

ハ
ー
ド
ル
も
あ
る
。
例
え
ば
、

地
域
や
関
連
業
界
と
の
合

意
形
成
で
あ
る
。
宿
泊
税
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
は
、
宿
泊

者
に
と
っ
て
は
支
払
額
が

増
加
す
る
た
め
、
客
数
の
減

少
に
作
用
す
る
こ
と
と
な

り
、
宿
泊
事
業
者
に
は
税
の

取
り
扱
い
に
係
る
負
担
も

生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
三
重

県
で
は
、
検
討
を
進
め
る
第

一
歩
と
し
て
、
県
や
市
町
の

担
当
者
や
観
光
事
業
者
な

ど
を
対
象
に
、
宿
泊
税
の
仕

組
み
や
目
的
な
ど
を
専
門

家
や
有
識
者
か
ら
学
ぶ
セ

ミ
ナ
ー
を
複
数
回
開
催
す

る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。 

「
観
光
」
は
そ
の
地
域
の

土
地
、
人
、
文
化
、
歴
史
を

含
む
「
空
間
そ
の
も
の
」
を

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
訪
れ
る
観

光
客
と
地
域
住
民
の
共
存

を
図
る
こ
と
が
、
持
続
可
能

な
観
光
発
展
の
鍵
で
あ
る
。

宿
泊
税
を
含
め
た
、
今
後
の

議
論
の
動
向
に
注
目
し
た

い
。 


